
高校生向け法教育教材の実践報告作成要領 

 

１ 実践報告の作成目的 

  高校生向け法教育教材「未来を切り拓く法教育～自由で公正な社会のために～」

（以下「教材」という。）を利用した授業の実践内容とその成果についてモデル授

業例として公開することで，高等学校における法教育授業の実践を促進し，法教育

の更なる普及を進めることを目的として作成するものである。 

 

２ 作成要領 

(1) 実践報告の作成対象 

  教材の全指導案（ルールづくり，私法と契約，紛争解決・司法）の実践報告を

作成する。 

(2) モデル授業の実施 

 ア 実践報告の作成に当たっては，高等学校において，教材を用いたモデル授業

を実施する。 

 イ モデル授業は，法教育推進協議会教材作成部会高校生向け教材執筆グループ

委員（以下「グループ委員」という。）又は同委員が紹介する教員（以下「授

業実施教員」という。）が実施する。 

 ウ モデル授業の時間数は，授業実施教員が指導案の内容や授業計画に応じて決

定する。 

(3) 実践報告の執筆等 

 ア 実践報告は，グループ委員及び授業実施教員が共同で執筆することとし，担

当は，別紙１のとおりとする。 

 イ 実践報告の様式例は，別紙２のとおりとする。 

 ウ 実践報告の提出その他の法務省との連絡調整については，原則として，担当

のグループ委員が行うこととする。 

 

３ 実践報告の公開等 

グループ委員から提出された実践報告については，法務省において集約の上，高

校生向け教材執筆グループの成果物として取りまとめ，法教育推進協議会及び教材

作成部会において了承を得た上で法務省ホームページに公開する。 

 

４ スケジュール 

(1) モデル授業実施日時の決定及び法務省への連絡期限 

  モデル授業実施日の３週間前まで 

(2) 実践報告の法務省への提出期限 

  ２０１９年１０月３１日（木） 

(3) 法教育推進協議会及び教材作成部会の開催時期 

  ２０１９年１１月以降 

(4) 法務省ホームページにおける実践報告の公開時期 

  ２０１９年度中 



別紙１

グループ委員
授業実施教員
（実施校）

(1)
合意形成を図ろう
～どこに橋を作るべきか～

宮崎三喜男
委員

宮崎三喜男委員
（東京都立国際高等学校）

(2)
新たなルールを考えよう
～ルールのない村～

久世哲也
委員

久世哲也委員
（東京都立町田高等学校）

(3) 海水浴場の利用ルールを作ろう
宮崎三喜男

委員
金子幹夫教諭

（神奈川県立三浦初声高等学校）

(4)
大学入試のアファーマティブ・
アクションについて考えよう

野畑毅
委員

野畑毅委員
（京都府立莵道高等学校）

加納隆徳
委員

鈴木航生教諭
（聖霊女子短期大学付属高等学校）

稲垣俊介
委員（※）

稲垣俊介委員
（東京都立江北高等学校）

(1)
民事紛争解決①
～民事裁判・けがの責任をめ
ぐって～

小貫篤
委員

小貫篤委員
（筑波大学附属駒場高等学校）

(2)
民事紛争解決②
～模擬調停・臭いをめぐる争い
～

加納隆徳
委員

伊藤真司教諭
（秋田市立御所野学院高等学校）

(3)
刑事模擬裁判
～被告人は「犯人」なのか～

加納隆徳
委員

黒田和義教諭
（岡山県立岡山芳泉高等学校）

（※）稲垣委員については，情報科における実践報告を作成する。

紛争解決
・司法

ルール
づくり

（ルールの
在り方を
考える）

執筆者
モデル授業例

契約とは何か私法と契約



別紙２ 

●●年●●月●●日 

 

 

法教育推進協議会教材作成部会委員 ● ● ● ● 

（●●高等学校教諭） 

 

 

法教育授業実践報告 

（高校生向け法教育教材－●●－指導案「●●」） 

 

１ 実施日時 

  ●●年●●月●●日（●） 午●時～午●時（第●時限） 

２ 実施校等 

(1) 実施校 

  ●●高等学校 

(2) 学年 

第●学年 

(3) 教科等 

 

(4) 指導者 

同校教諭 ●●●● 

３ 単元等 

 (1) 単元（学習指導要領における位置付け） 

    

 (2) 目標 

    

 (3) 指導計画 

    

４ 本時 

 (1) 目標 

   

(2) 展開 

進行 

（所要） 
内容 指導上の留意点 

   

   

   

(3) 実践報告（成果と課題など） 

    

  (4) 参考資料（使用教材・資料，授業の様子・板書など） 

    

５ 参考：新学習指導要領における位置付け 



別紙２（記載例） 

●●年●●月●●日 

 

 

法教育推進協議会教材作成部会委員 ● ● ● ● 

（●●高等学校教諭） 

 

 

法教育授業実践報告 

（高校生向け法教育教材－私法と契約－指導案「契約とは何か」） 

 

１ 実施日時 

  ●●年●●月●●日（●） 午●時～午●時（第●時限） 

 

２ 実施校等 

(1) 実施校 

  ●●高等学校 

(2) 学年 

第●学年 

(3) 教科等 

公民科「現代社会」 

(4) 指導者 

同校教諭 ●●●● 

 

３ 単元等 

 (1) 単元（学習指導要領における位置付け） 

   契約に関する基本的な考え方（高等学校学習指導要領「現代社会」の大項目「(2) 

現代社会と人間としての在り方生き方」の中項目「エ 現代の経済社会と経済活

動の在り方」 

 (2) 目標 

   個人や企業が経済活動に対してどのような責任があるのか，なぜ責任があるの

かなどについて理解させるとともに，自立した消費者として適切な意思決定に基

づいて行動できるようにする。 

 (3) 指導計画 

   １時間目 ・・・（本時） 

   ２時間目 ・・・ 

   ３時間目 ・・・ 

 

４ 本時 

 (1) 目標 

  ア 契約が日常生活において身近なものであること，契約が個々の生活を豊かに



 

するものであることを実感させる。 

イ 私法分野について学習機会の充実を図る。私法の基本的な考え方である私的

自治の原則（契約自由の原則）や，契約に関する基本的な考え方（契約は，当

事者双方の意思表示が合致することで成立し，その結果，当事者双方に権利と

義務が発生すること）について理解させる。 

ウ 具体的な事例を通じて，契約成立の要件や，一旦成立した契約を例外的に解

消できる場合について理解させる。 

エ 契約自由の原則の例外として，経済的・社会的弱者を保護し，実質的な平等

を図るための手当が行われていることを理解させる。 

(2) 展開 

  （注）実際の授業に即した形で作成する。以下は，大まかなイメージを示すた

め，教材の指導計画をそのまま記載している。 

進行 

（所要） 
内容 指導上の留意点 

導入 

（5分） 

身近な契約例を考えさせる。 

・「契約をしたことがあるか」

と発問する（挙手など）。 

・「どのような契約をしたの

か」と発問する。 

以下の契約例を紹介し，契約が身近

なものであることを理解させる。 

 

契約自由の原則（私的自治の

原則）を説明する。 

教材 44ページ（(2)契約自由の原則

（私的自治の原則））を参照して説

明。 

展開① 

（7分） 

「ワークシート１」を配布し

て課題を把握させ，問１をグ

ループ（１グループ：桃太郎

役２名＋サル役２名）で取り

組ませ，桃太郎とサルとの間

の契約書を作成させる。 

生徒には，「可能な限り将来もめ事

が発生しないような契約書を作成す

ること」と指示し，合意事項３～５

欄に，必要と考える事項を記入させ

る。 

展開② 

（18分） 

問２をグループで取り組ま

せる。 

展開①で作成した追加の合意事項は

ないものとして考えさせる。 

展開③ 

（3分） 

契約自由の原則について復

習させる。 

「導入」で説明した「契約自由の原

則」（当事者は，契約の内容等を自

由に決められる）を振り返らせる。 

展開④ 

（4分） 

契約自由の原則が修正され

る場合について説明する。 

教材 45ページ（３ 実質的な平等を

図るための例外）を参照して説明。 

まとめ① 

（10分） 

講評 

・展開①で作成した契約書に

ついて，教員による講評を

行う。 

［評価のポイント］ 

○「合意」に注目しているか。 

○現実的なものか。 

○どちらか片方にだけ，著しい不利

益を負わせるなど，公平さを欠い

たものではないか。 

 



 

［契約書に対する評価のポイント］ 

○将来的に生じうるトラブルを具体

的に想定して検討し，合意できて

いるか。 

○合意内容（契約書の内容）は，契

約自由の原則の範囲内のものとい

えるか。（弱い立場の者から不当

に搾取したり，権利濫用であった

りなど，社会通念上許されるべき

でない内容となっていないか等） 

まとめ② 

（3分） 
教員によるまとめを行う。 自由に契約を結ぶことで，私たちの

生活は豊かになっている。 

ただし，契約には責任・義務も伴う

ので，安易な合意はせず，よく考え

ることが大切である。 

(3) 実践報告（成果と課題など） 

  （注）「成果」，「課題」のほか，「生徒の変容」，「生徒の声」など，実践報告と

して有用な情報を記載する。 

   ・・・ 

  (4) 参考資料（使用教材・資料，授業の様子・板書など） 

   （注）教材から使用した「ワークシート」や「資料」のほか，授業の様子・板

書の「写真」など，実践報告として有用な参考資料を記載（添付）する。

なお，法務省 HP で公表する資料となるため，公表不可の写真等は添付し

ないこと。 

   ・・・ 

 

５ 参考：新学習指導要領における位置付け 

  新学習指導要領「公共」 

大項目「Ｂ 自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち」 

  新学習指導要領「家庭基礎」及び「家庭総合」 

   大項目「Ｃ 持続可能な消費生活・環境」の中項目「(2) 消費行動と意思決定」 


